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（２）地域別等の住民団体の活動報告・交流会を開催し、住民の活動を発展、広げてい
く環境づくりを行います。 

 
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● 県民一人ひとりは、県や市町と協力して、情報や人材を積極的に活用しながら地
域を取り巻くさまざまな課題の解決に向けた住民活動に主体的に参画します。 

● ＮＰＯや企業等は、地域の住民活動を支援したり、自ら参画します。 
● 市町は、住民活動のより広範で活発な推進をはかるため、関係部署の連携による

住民学習会の開催や人材の育成、情報提供、活動支援を行います。 
 

取組方向２：安心して暮らすことができるまちづくりのための支援メニューの

開発・提供に向けて 

（県の取組） 
（１）住民が主体となった地域におけるまちづくりのための学習や啓発の取組を支援す

るため、学習教材の開発や継続的な学びの場づくりの普及に取り組みます。 
（２）防犯や防災、子どもの安全、青少年の健全育成、消費生活、人権などに関する専

門的な知識、情報を提供、啓発できる人材の養成・スキルアップをはかります。 
（３）住民が主体となった地域のための活動を支援するため、例えば地域に密着したリ

アルタイムな犯罪分析情報や防災情報、青少年の健全育成など県がもつ多様な情報
を住民のニーズに適時的確に応えた形で提供できるよう内容や方法の開発等に取り
組みます。 

   
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● 県民一人ひとりは、地域を取り巻く課題への意識を高め、必要な知識や情報につ
いて意見やニーズを述べます。 

● ＮＰＯや企業等は、地域の住民が必要としている知識や情報などを提供するため
の取組に参画します。 

● 市町は、県が行う多様な施策ごとの学習教材の開発や提供する情報の内容等につ
いて、地域の視点から意見やニーズを提供します。 

 

取組方向３：地域における相談・支援体制の整備に向けて 

（県の取組） 
（１）不安や困り事を抱える県民が、身近な地域で迅速かつ的確に相談が受けられる環

境づくりを進めるため、ＮＰＯ等を含めた相談員のスキルアップや、相談機関・団
体等の連携強化、相談に役立つツールづくりなどを進めます。  

（２）地域の治安拠点である交番に交番相談員を配置するとともに、犯罪に巻き込まれ
た被害者やその家族・遺族に対する支援を行います。 

 
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● ＮＰＯ等を含めた地域の相談員は、市町や専門相談機関と連携しながら、的確な
相談対応や犯罪被害者等への支援を行います。 

● 市町は、住民向けの相談窓口を開設するとともに、地域の相談の受け皿となって
いる民生委員・児童委員やＮＰＯ等への支援や連携を行います。 





 

100 

 
 


